
（注） 下記の料⾦等は、関係法令その他物価の変動等により不定期に改定する場合があります。

 定員：１００名    １単位＝１０.７２円

単位数
⾦額

・利⽤者負担は、介護保険負担割合証に記載の割合となります。
・加算項⽬は、施設の職員体制やサービスの個別の実施状況等により加算されます。
・◎印及び○印は、加算を算定します。但し、○印は条件が整うまでの間は、加算を算定しません。△印は、該当の⽅のみ加算されます。
・⾦額は、端数切捨て処理しています。
２．居住費及び⾷費(消費税、地⽅消費税込)

・居住費、⾷費については、⼊居者の世帯収⼊等により異なりますので、負担限度額認定書を提⽰してください。
 認定証の提⽰がない場合は、第４段階の料⾦になります。
・⼊院時⼜は外泊時には、第４段階の居住費が算定されます。

３．その他の費⽤(消費税、地⽅消費税込)

特別養護⽼⼈ホーム こうのとり 利⽤料⾦表  

１．介護保険給付サービス費
介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

８４３単位 ９１０単位
６,８１７円 ７,５３６円 ８,３１８円 ９,０３６円 ９,７５５円

基本サービス費
（1⽇あたり）

ユニット型 ６３６単位 ７０３単位 ７７６単位

◎看護体制加算(Ⅰ)ロ ４単位 ４２円 １⽇
○看護体制加算(Ⅱ)ロ ８単位 ８５円 １⽇

加算項⽬等 単位数 ⾦額 算定単位
◎⽇常⽣活継続⽀援加算（Ⅱ） ４６単位 ４９３円 １⽇

△若年性認知症⼊所者受⼊加算 １２０単位 １,２８６円 １⽇
◎精神科医療養指導加算 ５単位 ５３円 １⽇

○夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ １８単位 １９２円 １⽇

◎個別機能訓練加算 １２単位 １２８円 １⽇
○夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ ２１単位 ２２５円 １⽇

△退所前訪問相談援助加算 ４６０単位 ４,９３１円 １回
△退所後訪問相談援助加算 ４６０単位 ４,９３１円 １回

△⼊院時、外泊時には、上記の⾦額に代えて1⽉に6⽇を限度として算定 ２４６単位 ２,６３７円 １⽇
◎初期加算（⼊居時より３０⽇以内。３０⽇を超える⼊院後の再⼊居も同じ） ３０単位 ３２１円 １⽇

△退所時相談援助加算 ４００単位 ４,２８８円 １回
△退所前連携加算 ５００単位 ５,３６０円 １回

△低栄養リスク改善加算 ３００単位 ３,２１６円 １⽉

△経⼝維持加算(Ⅰ)(原則６⽉まで) ４００単位 ４,２８８円 １⽉
◎⼝腔衛⽣管理体制加算 ３０単位 ３２１円 １⽉

◎栄養マネジメント加算 １４単位 １５０円 １⽇

△経⼝移⾏加算（原則１８０⽇まで） ２８単位 ３００円 １⽇

△在宅・⼊所相互利⽤加算 ４０単位 ４２８円 １⽇
○認知症専⾨ケア加算(Ⅱ) ４単位 ４２円 １⽇

△看取り介護加算（Ⅰ）
(注) 死亡⽇からの⽇数により単位数が異なります。
(注) 死亡⽇が退居等の翌⽉の場合でも、前⽉分の看取り介護加算を請求します。

１４４単位〜
１,２８０単位

1,５４３円〜
１３,７２１円

１⽇

○在宅復帰⽀援機能加算 １０単位 １０７円 １⽇

△再⼊所時栄養連携加算 ４００単位 ４,２８８円 １回
△療養⾷加算

１⽉
△排せつ⽀援加算 １００単位 １,０７２円 １⽉

○⾝体拘束廃⽌未実施減算 10%の減算 １⽇

△在宅サービスを利⽤したときの費⽤ ５６０単位 ６,００３円 １⽇
○配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間（深夜） ６５０（１,３００）単位 ６,９６８（１３,９３６）円 １回

６単位 ６４円 １回

○サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ６４円 １⽇

△認知症⾏動・⼼理症状緊急対応加算（⼊居⽇より7⽇が限度） ２００単位 ２,１４４円 １⽇
○サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ １８単位 １９２円 １⽇
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△看取り介護加算（Ⅱ）
(注) 死亡⽇からの⽇数により単位数が異なります。
(注) 死亡⽇が退居等の翌⽉の場合でも、前⽉分の看取り介護加算を請求します。

１４４単位〜
１,５８０単位

1,５４３円〜
１６,９３７円

１⽇

○⼝腔衛⽣管理加算 ９０単位 ９６４円 １⽉

△褥瘡マネジメント加算（３⽉に１回を限度） １０単位 １０７円 １⽉
◎介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の1,000分の83に相当する単位数

○⽣活機能向上連携加算 １００単位 １,０７２円

区  分 利⽤者負担 第１段階 利⽤者負担 第２段階 利⽤者負担 第３段階 利⽤者負担 第４段階

居住費 （１⽇あたり）

理美容サービス  実費を基準に定める額
レクリエーション費、クラブ材料費  実費を基準に定める額
⽇⽤品費  実費を基準に定める額

８２０円 ８２０円 １,３１０円 １,９７０円
⾷費（おやつ代含む １⽇あたり） ３００円 ３９０円 ６５０円 １,４５０円

⼊居者が希望した特別の⾷事やクリーニング  実費を基準に定める額

持ち込み電化製品に係る電気代

 持ち込み電化製品２個で毎⽉（⽉のうち１６⽇以上持ち込みの場合 のみ） ５
１４円
 １個増えるごとに５１４円加算します(最⾼毎⽉ ３,０８４円)
 ※ なお、電⼒消費量の⼤きいものや、安全上の理由で、 持ち込みを

テレビレンタル  1⽇あたり１０８円
⽂書等の複写料⾦  ⽩⿊コピー 1枚１０円、カラーコピー 1枚３０円 その他 実費
⽇常⽣活上必要となる諸費⽤で利⽤者負担が適当な費⽤  実費を基準に定める額


